
（別記様式） 

令和４年度 京都府立舞鶴支援学校 学校経営計画（スクールマネジメントプラン）  （ 計画段階 ・中間評価・ 実施段階 ） 
学校経営方針（中期経営目標） 前年度の成果と課題 令和４年度 学校経営の重点（短期経営目標） 
「よく学び、より鍛
え、よりよく挑む」
児童生徒の育成のた
め、目指す学校像の
実現を図る。 
〔目指す学校像〕 
・ 一人一人の教育
的ニーズに応じて
先導的で特色ある
教育活動を行う特
別支援学校 

・ 児童生徒の心と
体の健康と安定を
図り、安全で安心
して過ごせる特別
支援学校 

・ 保護者と児童生
徒一人一人の願い
の実現を目指す特
別支援学校 

・ 専門性を生かし、
地域の特別支援教
育のセンター的役
割を果たす特別支
援学校 

・ 福祉・医療・労
働等の関係機関と
の密接な連携のも
と、教育課題に積
極的に取り組む特
別支援学校 

・ 家庭や地域社会
に開かれ、信頼さ
れる特別支援学校 

１ 小学部に引き続き、中学部において学習指導要領の完全実施を踏まえ、 
「思考する力を育む授業づくり」を研究主題として、「思考する力」を育む授
業はどうあるべきかに焦点を当て、研究授業を９回・公開授業を 12 回行うな
ど、全校で取り組むことができた。 
授業づくりを通して、児童生徒には、選択する力・試行錯誤し考える力など

大いに育成することができた。また「思考する力」を育むためのポイントとし
て、思考する時間の設定や思考に結び付ける発問の在り方や付けるべき力の育
成等、授業づくりには欠かせないことが成果として得られた。 
 

２ 関係機関との連携を図りながら福祉事業所フェアを実施し、保護者が福祉事
業所について理解を深められる場を提供することができた。また、親子施設見
学を実施し、生徒が福祉施設での仕事を見学・体験でき、保護者がその様子を
見て子どもに適した仕事について考える機会となった。 

 
３ 学校運営協議会を３回実施した。そこで本校の社会貢献の在り方について、
「挨拶」によって、地域と心理的につながる重要性を御示唆いただいた。今後、
地域とより一層つながるために、教職員が模範となり挨拶する姿をモデルとし
て示し、児童生徒が社会参加、また社会貢献できる基盤作りを率先して行って
いく。また本校の教育活動について、ホームページでの発信や新聞等メディア
の広報に一層に努めていく。 

 
４ 地域の特別支援教育に関する人材育成に関わって、関係機関と連携し、研修
会を実施するとともに、校内巡回相談員及び地域支援コーディネーターのスキ
ルアップに努め、相談エリア及び北部地域の支援力向上に取り組んだ。本年度
は「虐待」を地域の課題として取り上げ、その理解と対応について、理解啓発
につなげため研修会にて発信した。今後も、多様な相談ニーズに応えるために、
専門性の向上及び専門家との連携を進める。 

 
５ 45時間以上の時間外労働をしている教員が、昨年度は過半数という実態であ
ったが、本年度は３割に減少した。本年度の取組は、概ね評価できると考える
が、特定の教職員の時間外労働が顕著であり、教員一人一人の働き方及び校務
分掌・学部行事のスリム化等について全教員で取組を進めるなど、引き続き働
き方改革をより一層進めていく。 

 
６ 「京都府教員等の資質能力の向上に関する指標」を各自が活用し、７つの観
点を意識し、教職員がステージや経験年数を目安に、自身の経歴やキャリアを
踏まえて常に自己評価しながらキャリアアップを継続していくよう人材育成
を進める。 

 
７ 効果的な予算執行が図れるよう、校内のニーズを把握する会議を引き続き設
定し、スムーズな学校運営につながった。日ごろのコミュニケーションを大切
にして今後も学校運営に携わっていく。  

１ 学習指導要領の趣旨に基づき、12 年間の系統性のあ

る教育課程編成の検討を行うとともに、ＩＣＴを活用し

た学習指導の充実、障害特性に応じた指導の充実等、「主

体的・対話的で深い学び」を実現する授業づくりをより

一層推進する。 

 

２ 地域の関係機関との連携を強化し、体験的な学習や職

場体験・実習の機会拡大、職業教育の推進等、キャリア

教育・就労支援等の充実を図る。 

 

３ コミュニティ・スクールの推進等により、地域とつな

がり、社会と目標を共有し、社会に開かれた教育課程」

のもと、児童生徒に「生きる力」や「働く意欲」を育む。     

さらに、交流及び共同学習の新たな展開等を通じて、児

童生徒の力や可能性等を積極的に広く地域へ発信する

ことにより理解啓発を進め、個に応じた社会参加・社会

貢献の機会の充実を目指す。 

 

４ 「トータルサポートセンター（TSC）」は、関係機関

及び他の地域支援センター等と連携し、地域の相談支援

力の向上に努める。 

 
５ 教職員の働き方を見直し、心身共に健康で、意欲と 
能力を十分発揮できるよう業務改善を進める。 

 
６ 教職員の人権意識、コンプライアンス意識を一層 
高め、教職への情熱、豊かな人間性、高い専門性を 
基盤とした指導力のある人材を育成するとともに府 
の示す指標をもとに各ライフステージに応じた目標 
をもちながら日々実践する。 

 

７ 事務部は、学校運営に関わる事務の企画、立案及び連

絡調整を行い、安心安全で深い学びを実現するべく、効

果的な学校運営が行われるよう努める。 



 

評
価
領
域 

重点目標 具体的方策 評価 

組
織
・
運
営 

教育目標実現のため、機能的な分掌組織体制の

改善に向けた運営を行う。 

企画運営会議で、各分掌や委員会等、組織運営体制を点検し、機

能的・効率的な運営を図る。 
  

  

  

学習指導要領の趣旨に基づき、授業づくり及び校内研修等による

研究推進により成果と課題を明確にし、本校の教育課程編成に向

けた検討を行う。 

  

学校の安全管理を徹底し、安心・安全な学校作

りを進める。 

安全マニュアルについて周知し、緊急時の対応がより適切にでき

るようにする。 
  

  
地震、火災、土砂災害を想定した避難訓練を実践的に行う。 

  

施設設備の定期点検を行う。 
  

働き方改革の実現に向けた取組を進める。 一人一人が勤務時間を意識した働き方を実践できるよう、職場と

しての取組や環境改善を推進する。 
  

  
総実務時間の短縮、分掌の業務量の平準化等学校業務改善及び勤

務負担軽減の取組を進める。 
  

学校評価を実施し、学校運営や教育活動の実施

状況を点検・評価し、教育活動の充実と改善に

努める。 

中間評価と総括評価を行い、学校運営の点検、改善を図る。 
  

  
外部評価（保護者･学校運営協議委員等からの評価）を行い、学校

運営の活性化や見直しを図る。 
  

学校運営協議会による地域とともにある学校

経営を進める。 

学校運営協議会を複数回開催し、助言を得て学校運営の活性化や

見直しを図る。 
    

教
育
課
程
の
編
成
と
実
施 

「つけたい力（健康な心身・生活に生きる確か

な力・豊かな人間性と社会性）」を踏まえた教

育課程を編成し、実施する。 

 

 

 

 

 

学習指導要領をもとに何をどのように学ぶのかについて検討し授

業改善を図りながらよりよい教育課程の編成を目指す。 
  

  
 

保護者や他機関との連携をより一層進めるために個別の教育支援

計画の活用を図る。 
  

「つけたい力表」の見直しを行い、児童生徒の丁寧なアセスメン

トや指導に生かす。 
  

生活リズムを整えるとともに、身体の学習などを通して健康維持

のための取組を充実させる。(健康な心身) 
    



 

 

 

 

 

 

 

 

  

家庭と連携を図りながら、「日常生活の指導」等を通して生活習

慣を身につける。(健康な心身) 
  

 

働く力や生活する力の基礎となる取組を進める。 

（小学部）(生活に生きる確かな力) 
  

 
体験的な学習を通して、働く力や生活する力を高めるための指導

を充実させる。（中学部）(生活に生きる確かな力) 
  

作業学習や進路学習などを通して、進路希望の実現及び生活の質

を高めるための指導を重点化して進める。（高等部）(生活に生き

る確かな力) 

  

集団の中で役割を果たしたり、協力したりして、達成感を持てる

活動を充実させる。(豊かな人間性と社会性)     

文
書
情
報
管
理 

個人情報の適切な管理を行う。 

個人情報にかかわる書類や電子データについて適切に管理し、情

報の保護に努める。 
      

生
徒
指
導 

児童生徒の基本的な生活習慣を確立し、主体

性、協調性、社会性を養うために、全教職員が

総力を挙げて指導にあたる。 

 

 

 

 

 

  

学校生活のルールやマナーが身につくように、教育活動全体の中

で指導を行う。   

  

  

児童生徒の生徒指導上の事象について、課題を教職員間で共有し、

保護者や地域及び関係機関と連携を図りながら迅速に対応する。   

府の方針に基づき、本校のいじめ防止基本方針を児童生徒の実態

に合わせて改訂し、いじめ防止及びより良い人間関係作りに努め

る。 

  

生徒の主体性・協調性・社会性を養うために、高等部委員会活動

の充実化を図る。   

 

安全・防災教育を推進し、児童生徒の実態に合

わせた指導の充実を図る。 

  

児童生徒の実態に合わせた、交通安全教室、薬物乱用防止教室等

を実施する。   

  
笛や名札の携帯について注意喚起を行い、不審者対応意識の向上

を図る。 
  

人
権
教
育 

人権教育について、教職員の認識を深め指導力

の向上を図る。 

  

人権研修会を実施することで、教職員の人権意識を高め、教育活

動全体を通して人権に関わる取組を行う。 
      



進
路
指
導 

小学部から高等部までの進路指導の充実を図

る。 

 

 

 

  

12年間を見通した進路指導計画に基づき、系統的な指導をする。 
  

  

  

児童・生徒及び保護者の進路希望を丁寧に聞き取り、家庭と連携

しながら日々の指導・支援を行う。   

福祉事業所フェア・進路便り「進路まっぷ」等により情報提供を

行う。 
  

高等部３年生の進路希望の実現を図る。 

 

 

 

 

  

生徒及び保護者との進路相談に基づいた実習を行い、生徒自ら進

路希望の実現ができるように支援する。   

  
情報収集に努め、進路先及び入所施設・グループホーム等の住ま

いの開拓に取り組む。   

進路連携会議を開催し、ハローワーク、行政、生活支援センター、

福祉施設等と連携を図る。   

卒業生のアフターケアに努める。 卒業生の状況把握に努め、必要に応じて支援を行う。 
    

研
究
・
研
修 

研究主題「つけたい力を明確にした授業づくり

～読もう・使おう学習指導要領！活用しようＩ

ＣＴ！～」のもと、授業研究と教育課程編成の

検討を進める。 

学習指導要領を丁寧に読み・活用し、主体的・対話的で深い学び

の実現につながる授業づくりについての授業研究を進める。   

  

  

学部研究会を計画的に行い、系統性のある教育課程編成の検討

を進める。   

外部専門機関との連携、様々な事業の活用、相

互研修等、様々な形式で研修会の充実を図る。 

 

  

校内研修会や授業参観等を通して、教員相互が学び合い、高め

合う環境づくりを進める。     

事例研修会や講演会、出張資料回覧等を通して、教職員の専門

性や指導力を高める。   

  
ＰＴＡと連携して、卒業後の生活を考えていくための研修の機

会を持つ。   

研究・研修に関する情報・資料・文献等を収集

・提供する。 

教職員回覧や資料・文献閲覧場所を整備して、自己研修を進める。 

    



健
康
安
全
教
育 

計画的な健康安全教育を推進する。 保健教育・性教育の年間指導計画を立て、各学級やグループで指

導を進める。     

  

健康に関する一人一人のニーズを把握し、日常

場面で指導を進める。 

保健室と学部及び関係分掌が連携し、感染症予防に取り組むとと

もに、心や体の健康について指導を進める。     

校内の環境美化を進め、望ましい環境作りを行

う。 

日常的に使用教室等の清掃や整理整頓、清掃指導を行うとともに、

定期的に安全点検を行うことで、望ましい学習環境作りに努める。     

食
に
関
す
る
指
導 

安全に給食その他の摂食を伴う指導が実施で

きるように、指導の充実や環境の整備を図る。 

「食に関する指導のガイドブック」を活用し、安全管理（嚥下調

整食・アレルギー対応食等）や衛生管理、新型コロナウイルス感

染症対策の周知徹底を図り、安全に食に関する指導を行う。 
  

  

社会状況や感染症対策に配慮し、全校災害時想定給食に向けて取

組を進める。   

児童生徒が地域とのつながりや季節の行事等を意識できるよう、

食に関する指導の充実を図ったり、情報発信を行ったりする。   

特別教室の安全点検や衛生管理を行い、学習環境を整える。 
  

府内支援学校の指導者と情報共有や研修会をすることで、教職員

の指導力向上を図る。   

地
域
連
携 

地域とつながり、地域に貢献する活動を推進す

ることにより、学校に対する地域の理解と信頼

を高める。 

地域との交流及び、地域の人材や資源の提案・活用を推進すると

ともに、より社会に開かれた教育課程の充実を図る。   

  

  

ボランティア活動や学校行事等の機会を通して、地域に貢献する

活動を推進する。   

和太鼓の演奏披露やグラウンドゴルフの取組を通して、地域での

活動を推進する。   

近隣の学校との交流および共同学習を推進す

る中で、社会性や思いやりの心、豊かな人間性

個に応じた居住地校との交流及び共同学習を進める。 
    



の育成を図る。 小学校、中学校、高等学校との交流及び共同学習を通して、理解

啓発を進める。   

地域での作品展に出展し、本校の教育への理解

を図るとともに、児童生徒の表現・創造意欲の

育成と個性を伸ばす。 

児童生徒の作品を地域の公共施設や企業等で展示するとともに、

地域の文化行事等へ積極的に出展する。     

広
報
活
動 

地域とつながり、地域に貢献する学校として、

学校だよりや学校ホームページなどにより、本

校教育の特色を積極的に発信し本校への理解

が深まるようにする。 

本校教育の取組や児童生徒の活躍を伝える学校だよりを作成し、

地域社会に配付する。   

    

学校ホームページの作成や更新を、計画のもと適切に行う。 
  

学校ホームページが円滑に運営、閲覧できるよう適切に管理する。 
  

著作権や情報モラル、児童生徒のプライバシー保護に努め、責任

を持って広報活動を行う。   

情
報
・
視
聴
覚
・
図
書
館
教
育 

学校の情報化を推進する。 教職員の情報機器

活用能力を高める取組を行う。  

研修や出前授業を通して、教職員のＩＣＴ・ＡＴの活用等、情報

教育に関する意識や技術の向上を図り、校務や教育活動に生かせ

るようにする。 

  

  

  

「ＧＩＧＡスクール構想」に基づいて、一人一台タブレットを配

布し個別最適化した学習を進めていく。   

イントラネットの活用により、各種情報が適切に共有、活用され

るようにする。   

ネットワークのセキュリティポリシーについて、教職員に周知徹

底する。   

児童生徒の発達段階に応じた、情報モラル教育の推進を図る。 
  

視聴覚機器を適切に管理する。 視聴覚機器の利用方法について、教職員に研修を行う。 
  

  
貸し出し簿を作成し、機器を適切に管理する。 

  



児童生徒が読書に親しむ機会を提供する。 

図書室の施設、設備その他の諸条件の整備・充

実に努める。 

児童生徒の実態に応じた選書を行い、図書の充実を図るとともに、

本に触れる機会を提供する。   

  
児童生徒が利用しやすいように図書室の環境整備をする。 

  

セ
ン
タ
ー
的
役
割 

関係機関との連携を強化し、ニーズに基づいた

相談・支援を行い、地域の支援力の向上につな

がる活動を行う。 

適切なアセスメントと具体的な支援につながる相談を行う。また、

相談後の状況の把握に努め、継続した相談を行う。     

  

外部専門家、通級指導教室担当者との連携を強化し、協働した巡

回教育相談を行う。   

  

舞鶴市教育委員会、幼稚園・保育所課と共催した『特別支援教育

合同研修会』を充実させ、特別支援教育コーディネーターのスキ

ルアップに寄与する。 

  

関係機関と地域特別支援連携協議会を構成し、支援状況を共有し、

機関連携を強化する。 
  

北部の地域支援センターと連携し、情報共有を

行うとともに、地域支援コーディネーターのス

キルアップを図る。 

「北部地域支援センター連絡会」において、北部の現状・課題を

共有するとともに、地域支援コーディネーターのスキルアップを

行う。 
      

地域支援センターについての校内の理解を深

め、関係部署と連携して校内の支援力の向上と

人材育成を行い、センター機能の充実を図る。 

校内巡回相談員との連携を密にし、巡回相談員のスキルアップを

図るとともに、スタッフ会議、校内の研修会を充実させ、専門性

の向上を行う。 
      

事
務
部 

児童生徒が、深い学びを実現できるよう支援す

る。 

学校施設の維持管理及び学校環境の整備を行い、学校機能の維持

向上に努める。     

  
教材教具の新規購入や更新により、学びがより深いものになるよ

う支援する。     

 

 

 



学校関係者 

評価委員会 

による評価 

  

 

 

次年度に向

けた改善の

方向性 

  

 


